
■重点施策１　消費者取引の適正化

特定商取引法や消費生活条例等に基づく事業者指導を積極的に行い、悪質事業
者に対する指導等の強化を図る。複数の府県にまたがる消費者被害も多発して
いることから、国や他の都道府県との連携を図り、事業者指導の効果を高める。

法に違反した事業者がいないか調査し、消費者および事業者から聴取を行った。また、事業者からの相談に応じ、特
定商取引法にかかる取引の適正化に努めた。

・特定商取引法・消費生活条例違反：指導件数：2件（消費生活センター１件、県民活動生活課・消費生活センター１件）
・特定商取引法・消費生活条例等に関する事業者との面談：39件（消費生活センター）

県民活動生活課
消費生活センター

消費生活協同組合法の規定に基づく指導検査の実施により、組合の業務の健全
かつ適切な運営を確保するとともに、組合員等の保護を図る。

・各生協および生協連への指導・検査を実施し、業務が健全かつ適切に運営できるよう、指摘や助言を行った。特に
財務面においては、公認会計士の協力により適切な運営指導を図った。
　検査対象組合：４生活協同組合

県民活動生活課

貸金業法に基づき、貸金業者の業務の適正な運営の確保および資金需要者等の
利益の保護を図る。
・貸金業者（県知事登録業者）の指導・監督
※「貸金業に係る相談窓口の設置」と併せて実施

貸金業者に対して、貸金業法をはじめとする関係法令等の遵守を徹底し、業務の適正な運営を確保するよう指導・助
言することによって、資金需要者等の利益の保護を図るとともに、貸金業者による業務の適切な運営を図った。
　・業者の登録に関する業務（登録および更新要件審査、変更、廃業等）
　　　登録業者数：5業者（令和７年3月31日現在）→5業者(令和８年3月31日現在）
　・貸金業者に対する業務指導、報告徴収
　・貸金業者に対する立入検査、現地確認等　　※みなし貸金業者を含む
　　　　立入検査　　　　　　　　5業者
　　　　その他訪問調査･指導　　 12業者（みなし貸金業者）
　上記の取組により資金需要者等からの苦情は平成24年度以降は令和2年度の1件のみ。

中小企業支援課

建設業を営む者の資質の向上等を図ることにより、建設工事の適正な施工を確
保するとともに、住宅瑕疵担保履行法に基づき、建設業者にかかる特定住宅瑕疵
担保責任を金銭的に担保し、発注者を保護する。
・建設業者の指導・監督
・建設業許可業者の情報公開

・建設工事の適正な施工を確保し発注者を保護するとともに、建設業の健全な発展を促進するため、建設業者に対
し、行政指導を行った。
・建設工事の発注者等に建設業者の経営内容等に関する情報を提供し、適切な建設業者の選定の利便等に供するた
め、許可申請書類を閲覧に供した。
・建設業取引の適正化・関係法令順守の徹底を図るため、訪問指導を行った。

監理課

宅地建物取引業務の適正化を図るため、宅地建物取引業法に基づき業者に対す
る指導監督を行うことにより、公正な取引の確保と消費者の保護を図る。
・宅地建物取引業者事務所調査の実施

宅地建物取引業の取引の公正を確保し、消費者保護を図るため、免許業者の事務所調査を実施した。
・令和７年1１月～令和８年１月　10事務所
また、免許申請（新規、更新）時において事務所が適法に設置されているかの現地確認調査を委託実施した。
・令和７年度　１８３事務所

住宅課

健康福祉サービスの質の向上と利用者のサービス選択に資するため、自
己評価および第三者評価を促進するとともに、評価調査者養成研修や評
価機関の認証などを行う。
・第三者評価機関認証委員会の開催
・健康福祉サービス評価システム推進委員会の開催
・第三者評価機関の育成・支援
・自己評価、第三者評価の事業者に対する広報啓発

◇健康福祉サービス評価システムの推進
「健康福祉サービス評価」は、事業者が自らのサービスについて評価する「自己評価」、事業者でも利用者でもない第
三者の評価機関が評価する「第三者評価」等があり、事業者自らの取組により、健康福祉サービスの質の向上を図る
とともに、利用者によるサービス選択に資することを目的としている。
　健康福祉サービスの質の向上を図ることや、利用者によるサービス選択に資することを目的に、事業者が自らの
サービスについて評価する「自己評価」を促進するとともに、事業者でも利用者でもない第三者の評価機関が評価す
る「第三者評価」の受審を促進した。
　
　(1)第三者評価の受審状況
　　 保育所・認定こども園・放課後児童クラブ　10件
　　 障害福祉サービス　4件
　　 救護施設　　　　　　　　1件
  (2)第三者評価機関の認証
　　 新規認証　0件（計5法人認証）
　(3)受審促進の取組状況
　　・社会福祉法人・施設指導監査：受審について指導助言
　　・園長研修会・集団指導：制度について周知啓発
　　・令和7年度から第三者評価受審済証の発行を開始

健康福祉政策課

消費者施策の展開(基本方針）
施策（事業）の概要 令和７年度実績・成果 課名

重点施策／施策（事業）名
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（１）取引等の適正化

特定商取引法・消費生活条例等の適正運用

消費生活協同組合の指導検査

貸金業者の指導監督

建設業者の指導監督

宅地建物取引業者の指導・監督

健康福祉サービス評価システムの推進

令和７年度 消費者基本計画関連施策の実施状況
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消費者施策の展開(基本方針）
施策（事業）の概要 令和７年度実績・成果 課名

重点施策／施策（事業）名

（２）広告・表示等の適正化

景表表示法の適正な運用により、取引の適正化、消費者の利益の擁護を図る。
・消費生活相談等を端緒として調査を実施、事業者を指導
・事業者向け景品表示法の説明会を実施
・事業者からの表示に関する相談

関係機関からの通知や申告による情報に迅速に対応し、改善が必要な場合は事業者に指導を行った。また、事業者
からの表示等に関する相談に対応し、表示の適正化に努めた。

・景品表示法にかかる口頭指導：6件（県民活動生活課：５件、消費生活センター：1件）
・景品表示法にかかる文書指導：１件（県民活動生活課）

県民活動生活課
消費生活センター

原材料名や期限表示、食品添加物およびアレルゲン等の表示について、食品の製
造・販売施設への立入検査等を行い、表示の適正化を図る。
・不適正な食品表示に係る事業者への調査、指導
・不適正な食品表示に関する情報の受付
・事業者からの表示に関する相談

食品表示法および関係の法令等に基づく適正な食品表示が行われるよう、事業者に対する調査・指導等を行った。
・調査・指導件数：５件

みらいの農業振興課

家庭用品品質表示法に基づき、立入検査の実施や販売業者等に対する表示事項
遵守の指示を行うことにより、家庭用品の品質に関する表示の適正化を図る。
・立入検査の実施
・販売業者等に対する表示事項遵守の指示
・消費者の利益が害されている旨の申し出受理

家庭用品品質表示法第19条第2項に基づく立入検査の実施状況
　・検査実施市町数：13市町、検査実施店舗数：29店舗、不適正表示件数：0件
同法に基づく立入検査は、市の区域内にある店舗等については法に基づき市が行い、町の区域にある店舗等につい
ては県が町に権限を委譲しているところであり、各市町がそれぞれの権限に基づいて立入検査を実施した。

中小企業支援課

米穀の出荷販売事業者等への巡回調査・指導を行うことにより、主要食糧法およ
び米トレーサビリティ法に基づく米穀の適正流通の推進を図る。
・制度の周知・啓発や事業者に対する調査・指導

食糧法に基づき、用途限定米穀をその定められた用途以外の用途に供されないよう、巡回調査を実施するととも
に、米トレーサビリティ法の関係者への周知に努め、米の産地情報の適正な伝達や記録の保持等が行われるよう指
導を行った。
・調査事業者数　１事業者

みらいの農業振興課

正確な計量の確保に努めるとともに、適正計量の周知徹底を図る。
・取引証明に使用する計量器の定期検査
・商品量目の立入検査
・計量関係事業者、計量器使用者に対する立入検査

(1)計量器定期検査
 　取引や証明に使用されている「はかり」について、検査を実施した。
　 ・検査台数：1,747台（大型・小型はかりの検査台数（分銅・おもりを除く。））
(2)立入検査
　① 計量関係事業者に対する立入検査
　　計量器製造事業者等に対し、法令遵守の状況等について立入検査を実施した。
　　  ・立入検査事業者数： 25事業者
  ② 計量器使用者に対する立入検査
　　ガソリンスタンド等に対し、計量器の検定有効期限等の管理状況について立
　　入検査を実施した。
    ・立入検査事業者数：58事業者

計量検定所
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景品表示法に基づく表示指導

食品表示法に基づく品質表示の適正化の推
進

家庭用品品質表示法に基づく表示指導

米穀の適正流通の推進

計量法に基づく検査等
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消費者施策の展開(基本方針）
施策（事業）の概要 令和７年度実績・成果 課名

重点施策／施策（事業）名

■重点施策２　商品・サービスの安全性の確保

（１）商品・サービスの安全性の確保

危険物規制事務

危険物の貯蔵・取扱いおよび消防設備機器の安全を図る。
・危険物取扱者保安講習会委託
・消防設備士講習会委託
・危険物取扱者免状交付等事務委託
・消防設備士免状交付等事務委託
・危険物事故防止連絡会

◇危険物規制事務
（１） 危険物取扱者保安講習会委託
　　　　委託先：（一社）滋賀県防火保安協会連合会
　　　　申請者 2,5７１人 受講者 2,5３４人
（２） 消防設備士講習会委託
　　　　委託先：（一社）滋賀県防火保安協会連合会
　　　　① 消火設備　　　　　 　申請者 ５１人 受講者 ４９人
　　　　② 警報設備 　　　　　　申請者 1２２人 受講者 1２１人
　　　　③ 避難設備・消火器 　申請者 ６３人 受講者 ６２人
（３） 危険物取扱者免状・消防設備士免状交付等事務委託
　　　　委託先：（一財）消防試験研究センター
　　　　① 危険物取扱者免状
　　　　　　　新規交付 ２，０００件、再交付 138件、書換 28件、写真書換 1,621件
　　　　② 消防設備士免状
　　　　　　　新規交付 784件、再交付 8件、書換 5件、写真書換 118件
【成果】　危険物取扱者および消防設備士の資質の向上が図られ、危険物事故の防止ならびに消防設備工事の適切
な施工に寄与した。

防災危機管理局

高圧ガス指導取
締

高圧ガス（ＬＰガス等）の保安に関する啓発ならびに取引の適正化を図る。
・事業所・販売店に対する立入検査等の実施
・保安講習会の開催、消費先の保安基準維持調査および自主保安の啓発

　(1)立入検査等の実施
　　①高圧ガス関係 保安検査 27件　　 移動車両立入検査 0件
　　②ＬＰガス関係 販売店立入検査 33件
　(2)保安講習会の実施
　　①高圧ガス関係
　　　・令和7年10月29日（水） 13:00～17:00
　　　　栗東芸術文化会館SAKIRA（さきら）中ホール 　  出席者数 241人
　　　・令和7年11月27日（木） 13:00～17:00
         栗東芸術文化会館SAKIRA（さきら）中ホール　   出席者数 157人
　　②ＬＰガス関係
　　　・令和7年10月29日（水）  13:30～16:30
　　　　 びわ湖大津館  出席者数  6４人
　　　・令和7年10月30日（木）  13:30～16:30
　　　　 滋賀県立文化産業交流会館  　 出席者数 8９人
　　　・令和7年11月5日（水） 13:30～16:30
　　　　 ことしん近江八幡支店３階　　　　 出席者数 98人
【成果】高圧ガス取扱い事業者の保安レベルの向上が図られ、事業所および一般家庭ＬＰガス消費者の事故の未然防
止が図られた。

防災危機管理局

火薬類等指導取
締

火薬類の貯蔵・消費・その他の取扱いについて指導し、事故の防止を図る。
・販売店および消費者に対する立入検査等の実施
・保安・啓発業務委託

◇火薬類等指導取締
　(1)立入検査等の実施
　　　　令和７年度実施 　 保安検査1６件　  立入検査1４件
　(2)保安講習会の実施
　　　①火薬類取扱従事者保安教育講習会
　　　　令和7年12月4日（木）
　　　　滋賀県危機管理センター　　 出席者数 26人
　　　②煙火消費保安教育講習会
　　　　令和8年2月21日（土）　　出席者数　131人
　　　　近江八幡市文化会館・小ホール
【成果】　火薬類取扱事業者の保安レベルの向上が図られ、事故の未然防止に寄与した。

防災危機管理局
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危険物・高圧ガス等に対
する保安対策
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消費者施策の展開(基本方針）
施策（事業）の概要 令和７年度実績・成果 課名

重点施策／施策（事業）名

危険物・高圧ガス等に対
する保安対策

電気工事等指導
取締

粗悪な電気用品（工事）等による危害を防止する。
・販売店および工事施工業者に対する立入検査等の実施
・電気工事施工業者に対する保安講習会の開催

◇電気工事等指導取締
 (1)立入検査等の実施
　　 令和７年度実施　  0事業者
 (2)保安講習会の実施
　　・令和７年９月25日（木） 13:30～16:00
　　　 ひこね市文化プラザ　　出席者数　 電気工事業者　 499人
　　・令和７年10月２日（木） 13:30～16:00
　　　 守山市民ホール　  出席者数 　電気工事業者 　580人
【成果】　電気工事業者の保安レベルの向上が図られ、不良工事等の軽減に寄与した。

防災危機管理局

特定製品の販売業者や特定保守製品の取引事業者に対して立入検査を行うな
ど、消費生活用製品の安全を確保する。

・法に基づく立入検査は、市の区域内にある店舗については法に基づき市が行い、町の区域内にある店舗について
は県が町に権限を委譲している。
・消費生活用製品安全法に基づく立入検査
　＜特定製品（乳児用ベッド、圧力なべ等）＞
　　立入販売事業者数：22件（うち違反事業者数：２件）
　＜特定保守製品（石油給湯器、石油ふろがま）＞
　　立入販売事業者数：0件

県民活動生活課

県内産木材が適正に消費者に提供されるよう安心と信頼の分別・表示管理シス
テムの構築を図る。
・県産木材取扱業者の審査・認定・登録
・登録業者への指導・検査
・産地証明、流通量の把握、情報の提供、普及啓発

・県産木材取扱業者の審査・認定・登録　：　新規認定４件、再認定１２件、変更他１３件
・登録業者への指導・検査　　　　　　　：　３１件
・産地証明の普及啓発　　　　　　　　　：　個別相談会等
・産地証明、流通量の把握、情報の提供　：　流通状況取りまとめ

びわ湖材流通推進課

有害物質の含有する家庭用品について監視および検査を行い、健康被害の防止
に努める。
・試買テストの実施
・被害の苦情等受付・調査および検査

厚労省から四半期ごとに送付される家庭用品監視速報を各保健所に共有して安全対策を推進した。
有害物質の含有する家庭用品被害の苦情等はなかった。

生活衛生課

構造・設備・敷地・用途が適法な建築物が提供されるよう、建築士事務所や建築
工事事業者、指定確認検査機関等に対する講習会を開催するとともに、建築基準
法に定める中間検査や完了検査、定期点検の実施等にかかる指導を実施する。

◇建築物等の確認等
(1)建築確認から検査までの建築規制の実効性の確保
　・中間検査、完了検査シールの交付制度の実施
(2)指定確認検査機関・建築士事務所等の適正な業務実施
  ・建築士事務所への立入検査：25件
　・指定確認検査機関への立入検査 ： 県指定機関への立入実施(令和8年2月実施)
(3)建築物および建築設備の適切な維持管理を通じた安全性の確保
　・建築物防災点検の実施 （上期、下期の防災週間による実施）
　・特殊建築物定期報告未提出施設への督促

建築課

有効かつ安全な医薬品等の供給を図る。
・薬事関係事業者に対する監視指導
・医薬品等についての品質検査
・医薬品等の苦情・相談処理

消費者に、有効かつ安全な医薬品等の供給を図るため、薬局、医薬品販売業者、医薬品等製造販売業者および製造
業者に対して監視指導を実施した。
また、消費者からの医薬品等に関する苦情・相談について適切な措置を講じた。
　(1)薬事関係事業者への監視指導
　　　 対象施設数　　　：7,553件
　　　 監視指導施設数：772件
　　　 違反発見数　　　：85件
　(2)医薬品等の品質検査
　　①指定医薬品等の収去検査（違反なし）
　　　 医薬品　：5検体
　　②健康食品等の試買調査（違反なし）
　　　 強壮用、痩身用：9検体
　　③無承認無許可医薬品の取締（違反なし）
     　監視指導件数：1０９件
　(3)医薬品等の苦情・相談
　　　 ３１件

薬務課

医療安全や医療機関に関する相談に対応し、患者・家族と医療関係者・医療機関
との信頼関係の構築を支援する。

県医療安全相談室において、５５３件の相談に対応し、患者・家族等と医療提供施設との信頼関係の構築を支援し
た。

医療政策課

基
本
方
針
Ⅰ
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・
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消費生活用製品の安全の確保

びわ湖材産地証明事業

家庭用品安全対策の推進

建築物等の安全対策

医薬品等の安全の確保

医療サービスの安全の確保
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消費者施策の展開(基本方針）
施策（事業）の概要 令和７年度実績・成果 課名

重点施策／施策（事業）名

毒物劇物による保健衛生上の危害防止を図る。
・毒物劇物営業者等の監視指導
・毒物劇物取扱者試験の実施

毒物劇物による保健衛生上の危害防止を図るため、毒物劇物営業者等に対する監視指導および毒物劇物営業者の
登録・届出事務を行った。
・毒物劇物営業者等の監視指導
　 　 対象施設数    ：　650施設
      監視指導施設数：　147施設
      違反発見施設数：　28施設

薬務課

生活衛生営業施設等が衛生的に整備管理されるよう監視指導を行う。
・生活衛生営業施設に対する許可・確認・検査および立入検査・指導

＜生活衛生営業施設の衛生状況に関する監視指導の実施＞
対象施設：わたSHIGA輝く国スポ・障スポ実行委員会より報告のあった「営業宿泊施設利用予定書」に記載のある
施設
立入施設数：５２件　対象施設のうち、令和５年度および令和６年度に監視を行っていない施設、令和５年度および令
和６年度に監視した際不適事項があった施設等保健所が監視指導を必要と判断した施設を優先に実施した。
　令和５年度より国スポ・障スポで利用される予定の宿泊施設等に対し重点監視を実施し、国スポ開会式前に県委員
会より報告のあった「営業宿泊施設利用予定書」に記載のある全施設（107施設）の監視を実施することができた。

生活衛生課

食の安全・安心事業を強化するため、大規模な食中毒を想定した模擬訓練、飲食
店等の自主衛生管理の推進、消費者の意向を反映した買い上げ検査と情報提供
を実施する。
・健康危機管理シミュレーションの実施
・特定食品の買い上げ検査の実施

＜健康危機管理シミュレーションの実施＞
　実施日：令和8年3月18日
　参加施設：県内の大規模弁当調製施設の健康危機管理責任者等　計15名
　内容：「弁当の配送先において、複数の体調不良者が発生した」という想定で、弁当調製施設において実施すべき
初動対応および再発防止措置について模擬訓練を実施
＜特定食品不安解消事業＞
　広域流通食品の買上げ検体：290検体

生活衛生課

食中毒予防の正しい知識および情報を周知するとともに、食中毒の発生リスクが
高い飲食店等に対して事故防止対策を重点的に指導する。
・食中毒予防のための事業（食中毒注意報の発令、衛生講習会等の実施）
・食中毒発生時の疫学調査

食中毒予防の知識の向上と食中毒発生時の疫学調査を実施し、原因の追究と拡大・再発の防止に努めた。
＜食中毒注意報の発令＞
　　食中毒注意報(7月1日～9月30日）：8回
　　ノロウイルス食中毒注意報(11月1日～3月31日)：４回
＜衛生講習会の実施（再掲）＞
　　事業者を対象とした食中毒講習会：68回、1,951人
＜食中毒発生時の疫学調査＞
　　食中毒発生件数：６件(調査、行政処分および再発防止の指導を実施）

生活衛生課食中毒予防対策事業
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毒物劇物の安全対策

生活衛生施設等の監視指導

（２）食の安全・安心の確保

食の安全確保推進事業

食の安全・安心を確保するため、食の安全情報の提供やシンポジウム・意見交換
会等の開催などにより食の安全・安心に関する正確で分かりやすい情報を発信
するとともに、滋賀県食品衛生監視指導計画に基づき計画的に監視指導を実施
する。
【食の安全・安心推進条例の推進】
・食の安全情報の提供
・シンポジウム、意見交換会等の開催
・食の安全・安心審議会の運営
【食品衛生監視指導計画に基づく監視指導等の実施】
・食品営業許可申請に基づく検査の実施
・食品営業施設等の監視指導
・夏期・年末食品一斉取締り

【食の安全・安心推進条例の推進】
＜食の安全・安心に関する情報の提供＞
　(1)ホームページ「食の安全情報」による情報提供：ホームページへのアクセス件数：307,950件
　(2)食品による健康被害情報の迅速な提供：県内の食中毒情報を、随時ホームページやしらしがメールにより提供
＜食の安全・安心に関する意見交換会の開催＞
　◆食の安全・安心に関する意見交換会の開催（開催主体：食の安全推進室）
　　開催日：令和8年2月2日　・　　テーマ：「農薬ってどうして使われているの」　　・　　参加者数：21人
　◆地域における意見交換会の開催（開催主体：各保健所、食肉衛生検査所）
　　開催回数：7回　　・　　参加者数：143人　　・　　テーマ：食品営業者が取り組む衛生管理、食品表示、食中毒予防
等
＜食品衛生に関する講習会等の開催＞
　(1)消費者を対象とした講習会：37回、817人
　(2)事業者を対象とした研修会：98回、2,920人
＜滋賀県食の安全・安心審議会の開催＞
　　令和7年8月26日
【食品衛生監視指導計画に基づく監視指導等の実施】
＜営業許可検査の実施＞
・食品衛生法に基づく許可を要する食品関係営業施設：2,561施設
＜監視指導の実施＞
　　監視指導件数：8,239施設
＜一斉監視指導の実施＞
　(1)腸管出血性大腸菌、カンピロバクター等食中毒予防対策(5～10月）：211施設
　(2)食品、添加物等の夏期一斉監視(7月)：1,680施設
　(3)食品、添加物等の年末一斉監視(12月)：1,457施設
　(4)HACCP重点監視（通年）：2,155施設

生活衛生課

食の安全・安心強化対策事業
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消費者施策の展開(基本方針）
施策（事業）の概要 令和７年度実績・成果 課名

重点施策／施策（事業）名

食品・添加物等の規格基準等の試験検査を行い、県民に提供される食品の安全
確保に努める。
・食品、添加物等の規格基準検査
・農畜産物の残留農薬検査
・アレルギー物質含有食品の検査
・遺伝子組換え食品の検査

＜規格基準等検査＞
　　検査数：1,595検体（違反数：3件）
＜残留農薬検査＞
　　検査数１２6検体（違反数：0件）
＜アレルゲン含有食品の検査＞
　　検査数：４０検体（違反数：０件）
＜遺伝子組換え食品の検査＞
　　検査数：10検体（違反疑い数：１件）

生活衛生課

原材料名や期限表示、食品添加物およびアレルゲン等の表示について、食品の製
造・販売施設への立入検査等を行い、表示の適正化を図ります。
・夏期・年末食品一斉取締りにおける食品表示に係る監視
・事業者からの表示に関する相談対応

＜夏期・年末食品一斉取締りにおける食品表示に係る監視＞
　(1)食品、添加物等の夏期一斉監視(7月)：600施設　（表示違反11件）
　(2)食品、添加物等の年末一斉監視(12月)：547施設（表示違反2件）

生活衛生課

と畜場に搬入される獣畜に対して、と畜検査員による検査を行うとともに、関係
業者への衛生指導・検査を行い食肉の安全確保を図る。
・と畜検査および必要な措置
・枝肉等の細菌汚染調査
・牛海綿状脳症スクリーニング検査
・と畜場関係者に対する衛生指導

＜と畜検査＞
　　と畜場内とさつ頭数　牛：9,641頭（全頭検査）
＜細菌汚染調査＞
　　検査数：５５８件
＜牛海綿状脳症スクリーニング検査＞
　　検査数：０検体（実施なし）
＜衛生指導講習会＞
　　講習会実施数：３回、67人

生活衛生課

食鳥処理場の衛生確保および食鳥検査方法の向上に努め、食鳥肉の安全確保を
図る。
・食鳥検査および必要な措置
・食鳥処理施設の監視指導

＜食鳥処理施設立入り等検査＞
　　監視指導件数：延べ40件

生活衛生課

特定食品等製造等施設に対して、HACCPの適切な運用管理を指導することに
より、食品等事業者の衛生管理レベルの維持・向上を図る。
・特定食品製造施設等に対する監視指導
・HACCP適合証明制度に基づく証明事務

＜特定食品製造等施設等に対する監視指導＞
　監視指導件数：７６８件
＜HACCP適合証明制度に基づく証明事務＞
　証明件数：８件

生活衛生課

県産農産物に対する消費者の信頼を高めるため、県産農産物の安全性の確保等
を目指して、農業生産工程管理（ＧＡＰ）手法の普及に努める。
・農業教育機関における国際水準ＧＡＰの認証取得に係る費用の支援
・ＧＡＰ指導員の育成

国際水準ＧＡＰ認証取得を目指す意欲のある農業教育機関に対し、認証取得の促進と負担軽減のため、認証取得に
必要な経費を助成することにより、認証の新規取得および維持・更新を支援。また、県の普及指導員やＪＡの営農指
導員等を対象に、国際水準ＧＡＰの知識を習得するための研修を実施し、ＧＡＰ指導員を育成。
・ＡＳＩＡＧＡＰ１経営体（維持１団体）、ＪＧＡＰ１経営体（維持１団体）
・ＪＧＡＰ指導員基礎研修（９名受講）、インターネット研修（９名受講）

みらいの農業振興課

県産農産物の安全性の確保等を目指して、農業生産工程管理（ＧＡＰ）手法の普及
に努め、県産農産物に対する消費者の信頼を高める。
・普及啓発活動、指導者の育成

生産者および生産組織等に対し、啓発資料の配布や個別指導等を通じて、ＧＡＰの意義や内容についての理解を深
め、ＧＡＰの導入とその高度化を促進。
・ＪＧＡＰ指導員基礎研修（９名受講）
・ＧＡＰ認証取得を目指す農業者への個別指導および団体指導（34回、GAP実践農業者、45経営体）

みらいの農業振興課

化学合成農薬、化学肥料の使用量を慣行の５割以下に減らし、かつ農業濁水の流
出を防止するなど琵琶湖をはじめとする環境への負荷を減らした技術で栽培さ
れた農産物を｢環境こだわり農産物｣として県が認証し、生産者が自身の取り組
みを伝えることにより、消費者の商品選択の判断に役立てる。
・環境こだわり農産物を対象とした残留農薬検査の実施

認証された環境こだわり農産物について、農産物中の残留農薬の検査を実施するとともに、生産記録が正しく記載
されていることを確認した。
分析試料：玄米10検体
分析農薬数：25成分
分析結果：食品衛生法の残留基準値を上回る農薬は検出されなかった。

みらいの農業振興課

消費者等の基本的なニーズである食の安全・安心を確保するための米・麦・大豆
の残留農薬、米麦の重金属、麦のカビ毒の分析を行う取組を支援。

　農業団体において、抽出により残留農薬、重金属、麦のカビ毒の分析を実施し、米、麦、大豆の安全性を確認すると
ともに、実需者等に対して情報提供することにより、本県産農産物の安全性に関する理解を深めた。
　 ・分析点数【計画】　重金属：231点、残留農薬：253点、カビ毒：126点

みらいの農業振興課
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食品・添加物試験検査事業

食品表示法に基づく表示指導

食肉衛生検査事業

食鳥肉衛生対策事業

食品安全監視センター事業

国際水準ＧＡＰ認証取得支援事業

農業生産工程管理手法（ＧＡＰ）普及促進事
業

環境こだわり農産物認証制度の運営

しがの米麦大豆安全安心確保事業
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消費者施策の展開(基本方針）
施策（事業）の概要 令和７年度実績・成果 課名

重点施策／施策（事業）名

農薬適正使用推
進対策

農薬の安全かつ適正な使用を確保し、農薬による危害の防止を図る。
・県農作物病害虫雑草防除基準の策定
・農薬安全使用普及啓発
・農薬アドバイザー講習会の開催・認定
・農薬取扱者に対する監督指導

１県農作物病害虫雑草防除基準の策定
　 適切かつ安全な防除と危被害防止の指導指針として、農作物病害虫雑草防除基準を策定し、関係団体、流通業者
等に対して防除基準に沿った指導、流通の確保について協力を求めた。
２農薬安全使用普及啓発
　 農業者等に対して、農薬使用時の確認事項や農薬散布後の水管理の徹底等資料を配布し、安全使用を啓発した。
３農薬適正使用アドバイザー講習会の開催
　 農薬の使用に関して関係法令や農薬の適正使用について講習会を開催し、農業者等の農薬使用者に対して農薬
の適正使用の助言を行う農薬アドバイザーを認定した。
　＜講習会の開催日と認定者数＞
　(前期講習会)日時：令和７年６月20日（対面形式）認定者数：110名
　(後期講習会)日時：令和７年11月19日（対面形式）認定者数：85名
　  合計195名認定
４農薬取扱業者に対する監督指導
　 農薬販売者への巡回点検を実施し、届出や帳簿に関する違反がないか点検指導を行った。
　 農薬販売者点検数 ：95

みらいの農業振興課

動物医薬品の適
正使用対策

動物医薬品の取扱いおよび品質の適正化を図るとともに、畜産農家に対する適
正使用の指導を行い、安全な畜産物の供給を図る。
・薬事監視の強化、立入検査の実施
・動物用医薬品の品質検査の実施
・定期的な農家指導の実施

・薬事監視の強化、動物用医薬品販売業者等への立入検査の実施：23件
・動物用医薬品の品質検査の実施：0件(収去対象物がなかったため）
・定期的な農家指導の実施： 158件

畜産課

飼料の安全使用
対策

飼料の安全使用および品質の適正化を図るため、畜産農家に対する適正使用の
指導等を行う。
・飼料の適正使用の指導

・飼料の適正使用の指導（製造・販売業者：6件、畜産農家：32件　計：38件） 畜産課

養殖衛生管理体
制整備事業

養殖水産物の安全確保と魚病のまん延防止
・医薬品の適正使用の指導
・生産記録の作成・保存の指導や自主的な生産工程管理の普及
・魚病のまん延防止や防疫に関する指導

・養殖衛生管理指導を実施した養殖経営体の割合：100%
　　経営体数：のべ271件(50経営体)

水産課

食の安全・安心推
進事業

水産業協同組合が自主的に実施する水産用医薬品の残留検査に対する補助を行
う。

・養殖生産魚の残留検査件数：（3業者15検体）
　※検体はアユ、マス

水産課

（３）消費者事故情報等の収集・提供

PIO-NET等からの情報を通じて、リコール情報、注意喚起情報および重大事故
情報等を広く収集し、県民への周知を図る。

【県民活動生活課】
・消費者庁等から、提供のあった注意喚起情報を随時、各市町・県センターおよび関係課に共有し県民への周知を
図った。
・消費者事故を適切に消費者庁に報告いただくよう各市町・県センターおよび関係課に周知を図った。

【消費生活センター】
・消費者等からの相談を受け、消費者安全法に基づき、消費者庁へ重大事故情報として通知を行った。
　重大事故通知件数：２件
・消費者庁等からの情報提供を受け、製品事故についてしらしがメール等で注意喚起を行った。

県民活動生活課
消費生活センター

特定製品の販売業者や特定保守製品の取引事業者に対して立入検査を行うな
ど、消費生活用製品の安全を確保する。

＜重点施策２（１）再掲＞ 県民活動生活課

■重点施策３　生活関連物資およびサービスの安定供給

定期的に消費者物価指数および企業物価指数を掲載することにより、物価の動
向を周知する。

消費者物価指数等物価に関する統計情報を提供し、物価動向の周知を図った。
(1)「統計だより」への掲載
　・毎月発行する「統計だより」に、消費者物価指数（大津市）および企業物価指
　　数（国内）を掲載
(2)ホームページや刊行物での情報提供
　・ホームページの「滋賀の統計情報」のサイトに「家計・物価」の章を設け消費
　　者物価指数等物価に関する統計情報を掲載
　・「しが統計ハンドブック」（電子版）「統計でわかる滋賀」「滋賀県統計書」
　　に消費者物価指数等物価に関する統計情報を掲載

統計課

基
本
方
針
Ⅰ
　
安
全
・
安
心
な
消
費
生
活
の
確
保

生産物の安全対策の推
進

リコール情報・重大事故情報等の収集・提供

消費生活用製品の安全の確保
＜重点施策２（１）再掲＞

物価情報に関する統計情報の提供
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消費者施策の展開(基本方針）
施策（事業）の概要 令和７年度実績・成果 課名

重点施策／施策（事業）名

■重点施策４　主体的な消費者行動を促進する消費生活情報の発信・啓発

消費生活に関す
る催しの開催

消費生活に関する催しを市町・警察・関係団体と連携し開催し、消費者問題全般
への意識向上および消費者被害の未然防止を図る。

・消費者ネット・しがとの共催による「くらしの情報セミナー」の実施（２回実施）
　「地球温暖化とサステナブルファッション」（5月24日 64人参加）
　「悪質なネット広告の見分け方、教えます！」（3月7日 24人参加）
・県の「消費者被害防止共同キャンペーン期間（9月～11月）」に県内店舗においてパネル展を実施（初日に店頭啓発
を実施）。
　イオン近江八幡ショッピングセンター（9月30日～10月９日）
　イオン長浜店（10月20日～29日）
　イオンタウン彦根（11月20日～30日）
・消費者被害防止共同キャンペーン期間に合わせ、「消費生活パネルキャラバン」と称し、市町の協力のもと県内13市
町の施設を巡回してパネルを展示。

消費生活センター

消費者啓発事業

幅広い世代に対する消費者啓発とともに、高齢者、若者、障害者、外国人県民な
ど、その年齢層や特性に応じた媒体を活用して、実際の被害事例など消費生活に
関する情報を提供する。
・しらしがメール・LINE・X（旧Twitter）・Instagramによるタイムリーな情報提
供
・感染症拡大時・災害発生時における啓発
・滋賀プラスワンによる啓発

【消費生活センター】
消費者月間（5月）に県立図書館・県庁においてパネル展示を実施。
・中日新聞滋賀版「消費生活情報『ハッピーライフ』」記事掲載（隔週月曜日）：21回
・しらしがメール・LINE配信：42件　/　X（旧Twitter）投稿数：33件　/　Instagram投稿数：33件

消費生活センター

多文化共生推進
事業

多言語による消費生活に関する情報提供を行う。
・外国人相談窓口の運営（ポルトガル語・スペイン語・英語・タガログ語・ベトナム
語・インドネシア語）他
・外国人向け多言語情報紙「みみタロウ」の発行（ポルトガル語・スペイン語・中国
語（繁・簡）・英語・ハングル・日本語・タガログ語・ベトナム語・インドネシア語）

・外国人相談窓口の運営
  月～金　10:00～17:00
  相談員 6名
  対応言語：ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、英語、タガログ語　他
  令和7年度相談件数　1,583件
・外国人向け多言語情報紙「みみタロウ」の発行
　日本語の理解が十分でない外国人住民に対して、母語による生活情報を提供することにより、生活利便の向上を
図った。
  生活情報紙発行事業･･･県国際協会がボランティアの協力を得て生活情報紙を編集発行
　10言語　20,000部　年４回発行

国際課

若者向け啓発事
業

成年年齢引き下げ等、若者に対し消費者トラブル防止にかかる啓発を行う。

・啓発動画コンテストの実施
　若者の消費者トラブル防止および消費生活センター認知度向上を目的に、29歳以下の若者を対象に啓発動画作
品を募集（応募：34作品）
　受賞8作品は県消費生活センター公式SNSへ掲出
　そのほか知事賞作品はYouTube広告に掲出（令和8年1月7日～2月6日）
　　※広告表示回数：297,749回、広告視聴回数：150,387回
・県内大学と連携し、大学生による同世代対象の啓発等を企画。（13回、延98名参加）

消費生活センター

消費生活情報の
提供

関係団体と連携し、高齢者宅を個別訪問し啓発資料を配布

交通安全協会女性団体連合会の協力により、高齢者宅の個別訪問時に悪質商法等に関する啓発資料を配付して直
接注意を呼びかけた。
　　実施期間　 ： ７月～12月
　　対象世帯数 ： 4,800世帯

消費生活センター

高齢者に向けた
消費者被害防止
啓発事業

生協・企業と連携し、高齢者宅へ啓発資料を配布
・国際電話をブロックする「特殊詐欺対策アプリ」を幅広い世代に周知するため、啓発チラシを作成し、包括的連携協
定先の企業に周知依頼を行った。

県民活動生活課

消費者の年齢層や特性に応じ、様々な場面で活用できる啓発資料等を作成・配
布を行う
・啓発リーフレット・冊子等の作成・配布
・「くらしのかわら版」の発行

【県民活動生活課】
・SGNと連携してエシカル消費にかかる啓発冊子を啓発イベント等で配付した。
・消費者月間と併せて、包括帝連携協定先の企業と連携し啓発POPおよび啓発ポスターを掲示した。

【消費生活センター】
・若者向け啓発リーフレットを近畿府県で共同作成し、県内高校や二十歳の集い等で配布するとともに、出前講座で
も活用した。
・消費生活に関する最新の情報を盛り込んだ消費生活センター広報誌「くらしのかわら版」を年4回発行。

県民活動生活課
消費生活センター

啓発資料等の作成および配布

基
本
方
針
Ⅱ
　

「
自
ら
考
え
行
動
す
る

」
消
費
者
に
な
る
た
め
の
支
援

（１）消費者の特性に配慮した情報発信・啓発

消費者の特性に応じたわ
かりやすい情報の発信
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消費者施策の展開(基本方針）
施策（事業）の概要 令和７年度実績・成果 課名

重点施策／施策（事業）名

消費者教育や啓発のために役立つ情報を県のホームページに掲載するととも
に、教材等の貸し出しを行う
・ホームページ等Webに啓発動画を掲載
・DVD等の啓発資材を整備し、貸出

【県民活動生活課】
エシカル消費にかかる啓発冊子（一般向け、小中学生向け）・チラシ・ポスターのデータを県のホームページに掲載し、
電子でも閲覧できるように図った。

【消費生活センター】
消費者教育や啓発に役立つ情報を県のHP等に掲載するとともに、DVD等教材等の貸し出しを行った。（DVD・教材
貸出件数：10件）

県民活動生活課
消費生活センター

災害や感染症拡大による消費者トラブル未然防止のための啓発を消費者の年齢
層や特性に応じた媒体を活用して行う。また、商品の品薄等が発生した場合、正
しい情報に基づく冷静な消費行動の周知を行う。
・感染症拡大時や災害発生時にしらしがメール・LINE・X（旧Twitter）による情
報提供を行う

災害に便乗した悪質商法についてしらしがメール・LINE、X（旧Twitter）、Instagramなどを通じて注意喚起を
行った。

消費生活センター

平時から生活必需品の備蓄など災害に備える必要性や、災害時の正確な情報の
選択について、日頃から消費者に啓発を行う。

国の関係省庁等より連絡があれば、随時、市町にも情報提供を行い、広く周知・啓発に努めた。
県民活動生活課
消費生活センター

最新の決済方法について、メリットと併せてリスクについて、広報誌や関係団体
と連携した講座において啓発を行う。
・各媒体を活用した啓発
・出前講座における啓発

・消費生活センターが実施する出前講座において、キャッシュレス決済の仕組みや注意点について、啓発を行った。
・クレジットカードの不正利用などキャッシュレス決済のトラブル事例について、しらしがメール・LINE、X（旧
Twitter）、Instagram等で注意喚起を行った。

消費生活センター

重点施策５　消費者の特性に応じた体系的な消費者教育・学習の推進

（１）消費者教育・学習の機会拡大と体系的な消費者教育の推進

県消費生活センター等の相談員や弁護士等、消費者教育に関する外部講師によ
る出前講座を活用し、消費者教育を推進する。
・滋賀弁護士会との共催により、弁護士・消費生活相談員を高校・特別支援学校
に派遣
・金融広報委員会による出前講座の実施

【県民活動生活課】
・学校へ出前講座を実施した。（金融広報委員会）
小学生向け12回、中学生向け４回、高校生向け７回、大学生向け５回
【消費生活センター】
消費生活センターが実施する出前講座において、消費生活相談員、滋賀弁護士会弁護士を講師として派遣し、学校
での消費者教育を支援した。
・高校生のための消費生活講演会：13回（うち弁護士派遣1回）

県民活動生活課
消費生活センター

基
本
方
針
Ⅱ
　

「
自
ら
考
え
行
動
す
る

」
消
費
者
に
な
る
た
め
の
支
援

啓発資料等の貸出および情報の提供

（２）災害発生・感染症拡大等緊急時の情報発信・啓発

災害発生・感染症拡大等緊急時の情報発信・
啓発

平時から災害に備える必要性の啓発

（３）インターネット等に関連する消費者行動への対応

インターネット等に関連した消費者トラブル
に関する情報発信・啓発

最新の消費者トラブルの状況に応じて、消費者被害の未然防止のため、消費者の
年齢層や特性に応じた媒体を活用して情報発信を行う。

【県民活動生活課】
・国際電話をブロックする「特殊詐欺対策アプリ」を幅広い世代に周知するため、啓発チラシを作成し、包括的連携協
定先の一部企業に周知依頼を行った。　＜再掲＞

【消費生活センター】
・SNSによる定期購入や架空料金請求詐欺、訪問販売などその時々に増加しているトラブル事例について、しらしが
メール・LINE、X（旧Twitter）,Instagram,くらしのかわら版などを通じて注意喚起を行った。（しらしがメール・
LINE配信：42件　/　X（旧Twitter）投稿数：33件　/　Instagram投稿数：33件）
若者向け啓発動画コンテスト入賞作品を活用し、若者に向けた悪質商法被害防止広告を掲出（①1月７日～2月６日、
YouTube広告　、広告視聴回数：182,882回、②３月11日～３月24日、TikTok広告）

キャッシュレス決済など新たな決済方法に
関する啓発

　① 学校等における消費者教育の推進

学校における外部人材の活用

県民活動生活課
消費生活センター
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消費者施策の展開(基本方針）
施策（事業）の概要 令和７年度実績・成果 課名

重点施策／施策（事業）名

消費生活に関する啓発資料や、学校等で使いやすい教材を作成し、提供する。
・県教育委員会と連携し、小学５年生～中学３年生を対象にした「ゆめ・ふれ愛成
長確認シート」を作成・配布
・消費生活に関する啓発資料や、学校等で使いやすい教材を作成し、提供。

【県民活動生活課】
・県教育委員会・小学校家庭科部会・中学校技術家庭科部会と連携して、小学５年生～中学３年生で使用できるよう
に教材（ゆめ・ふれ愛成長確認シート）を作成し、県内全ての小学校に配布（16,000部）
・若年者向け啓発チラシを電子データにより作成し、県内すべての高等学校および中学校等に配布した。

【消費生活センター】
・「消費者教育なんでも相談所」において、消費者教育に関する講師の派遣や教材の提供などを行った。（41回の依
頼）

県民活動生活課
消費生活センター

・教員等を対象に、消費者教育に関するモデル授業の実施等、研修機会や実践事
例情報を提供する。
・教育委員会等関係者による意見交換の実施

【県民活動生活課】
・県内の中学校・高等学校教員向けに夏休み期間にあわせて消費者教育や金融教育に係る内容についてオンデマン
ド形式により研修を実施

【消費生活センター】
・「学びのメニューフェア」にブースを出展し、消費者トラブルのVR体験や消費者クイズ、出前講座を周知するなど、
学校教員を対象に支援を行った。

県民活動生活課
消費生活センター

学校等の消費者教育と連携し、子どもの成長過程に応じた啓発資材等の提供な
ど、保護者と子どもが話し合う機会づくりに取り組み、家庭における消費者教育
を支援する。

親子で体験しながら学べる消費者教育の場として「親子くらしの体験セミナー」を開催した。
　おやつについて学んでみよう！＋消費生活ミニ講座（8月7日AM・PM、親子52名参加）

消費生活センター

国の関係省庁等が作成した教材や資料、先進事例等について情報提供を行う。
・最新の情報を教育委員会と連携して学校に提供

【県民活動生活課】
・国の関係省庁等より連絡があれば、随時、市町や教育委員会等にも情報提供を行い、広く周知・啓発に努めた。

県民活動生活課
消費生活センター

大学等の入学オリエンテーションや出前講座において、動画やDVD貸出等を活
用し学生を対象とした啓発を実施。
消費者教育の重要性についての認識を共有できるよう、大学等の設置者との意
見交換等を通じて、消費者教育の自主的な取組を促進。
・動画やDVD貸出等による啓発
・大学等と意見交換を行い、消費者教育を支援

・県内大学と連携し、大学生による同世代対象の啓発等を企画。（13回、延98名参加）＜再掲＞
・県内大学等へ入学オリエンテーションや出前講座を実施した。（１校、170名参加）
・県内大学および専修学校に消費者教育について協力を依頼し、啓発資料等の情報提供を行った。

消費生活センター

消費生活に関する啓発資料や教材を作成し、提供する。
・啓発リーフレット、冊子等の作成・配布

【県民活動生活課】
・SGNと連携してエシカル消費にかかる啓発冊子を啓発イベントで配付した。
・消費者月間と併せて、包括帝連携協定先の企業と連携し啓発POPおよび啓発ポスターを掲示した。＜再掲＞

【消費生活センター】
・若者向け啓発リーフレットを近畿府県で共同作成し、県内高校や成人式で配布するとともに、出前講座でも活用し
た。
・消費生活に関する最新の情報を盛り込んだ消費生活センター広報誌「くらしのかわら版」を年4回発行。
＜再掲＞

県民活動生活課
消費生活センター

基
本
方
針
Ⅱ
　

「
自
ら
考
え
行
動
す
る

」
消
費
者
に
な
る
た
め
の
支
援

消費生活に関する啓発資料の提供や教材の
作成

消費者教育を推進する教員への支援

家庭における消費者教育の支援

消費者教育に関する情報提供

大学等に対する消費者教育推進の要請およ
び支援

消費生活に関する啓発資料等の提供
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消費者施策の展開(基本方針）
施策（事業）の概要 令和７年度実績・成果 課名

重点施策／施策（事業）名

老人会等への出前講座等、高齢者を対象とした効果的な講習会等を実施する。
・消費生活相談員による出前講座（くらしの一日講座）
・金融広報委員会による出前講座

【県民活動生活課】
・老人会等への高齢者を対象とした出前講座を計７回実施。（金融広報委員会）

【消費生活センター】
・消費生活相談員による出前講座（くらしの一日講座）の実施（19回）

県民活動生活課
消費生活センター

高齢者等の消費者被害状況等を踏まえ、関係団体や警察等と連携して効果的な
情報提供に努めるとともに、相談窓口の周知を図る。
・関係団体と連携し、高齢者宅を個別訪問し啓発資料を配布
・生協・企業と連携し、高齢者宅へ啓発資料を配布

【県民活動生活課】
・国際電話をブロックする「特殊詐欺対策アプリ」を幅広い世代に周知するため、啓発チラシを作成し、包括的連携協
定先の企業に周知依頼を行った＜再掲＞

【消費生活センター】
交通安全協会女性団体連合会との連携により、高齢者宅を個別訪問し、悪質商法等に関する啓発資料を配付して直
接注意を呼びかけた。
　　実施期間　 ： ７月～12月
　　対象世帯数 ： 4,800世帯　　　＜再掲＞

県民活動生活課
消費生活センター

県内各地で、高齢者向けの消費者被害防止パネル展等の啓発活動を実施する。

・消費者月間（5月）に県立図書館・県庁においてパネル展示を実施。＜再掲＞
・県の「消費者被害防止共同キャンペーン期間（9月～11月）」に県内店舗においてパネル展を実施（初日に店頭啓発
を実施）。＜再掲＞
　イオン近江八幡ショッピングセンター（9月30日～10月９日）
　イオン長浜店（10月20日～29日）
　イオンタウン彦根（11月20日～30日）
・消費者被害防止共同キャンペーン期間に合わせ、「消費生活パネルキャラバン」と称し、市町の協力のもと県内13市
町の施設を巡回してパネルを展示。＜再掲＞

消費生活センター

民生委員・児童委員や介護関係者等地域の見守り支援者に対して研修の機会を
設け、消費者トラブル事例や対応策を伝えることにより見守り意識の向上を図
る。
・地域の見守り支援者向け研修の実施

・民生・児童委員など見守り関係者を対象に出前講座（くらしの一日講座）を実施。消費者トラブルの事例や対応策を
伝えた。（講座実績19回のうち見守り支援者向け1回）
・民生委員の改選に合わせ、市町や福祉部局と連携して全民生委員等（約3,500人）に啓発資料を配付。

消費生活センター

自治会や地域のグループ等を対象とした消費生活相談員や金融広報委員会の出
前講座等を実施する。
・くらしの情報セミナーの開催
・消費生活相談員による出前講座（くらしの一日講座）
・金融広報委員会による出前講座

【県民活動生活課】
・自治会や地域のグループ等を対象とした出前講座（高齢者を対象とした講座は除く）を計７回実施。（金融広報委員
会）＜再掲＞

【消費生活センター】
・消費生活相談員による出前講座（くらしの一日講座）の実施（19回）＜再掲＞

県民活動生活課
消費生活センター

消費生活に関する催しを市町・警察・関係団体と連携し開催し、消費者問題全般
への意識向上および消費者被害の未然防止を図る。

・消費者ネット・しがとの共催による「くらしの情報セミナー」の実施（２回実施）＜再掲＞
　「地球温暖化とサステナブルファッション」（5月24日 64人参加）
　「悪質なネット広告の見分け方、教えます！」（3月7日 24人参加）
・草津市と連携し、BKCウエルカムデーに消費者教育ブースを出展（10月）
・県の「消費者被害防止共同キャンペーン期間（9月～11月）」に県内店舗においてパネル展を実施（初日に店頭啓発
を実施）。＜再掲＞
　イオン近江八幡ショッピングセンター（9月30日～10月９日）
　イオン長浜店（10月20日～29日）
　イオンタウン彦根（11月20日～30日）
・消費者被害防止共同キャンペーン期間に合わせ、「消費生活パネルキャラバン」と称し、市町の協力のもと県内13市
町の施設を巡回してパネルを展示。

消費生活センター

事業者に対して、消費生活に関する研修等の開催等、従業者への消費者教育の
推進を図る。
・景品表示法等に関する事業者向け研修会の開催
・従業者へ消費生活講座の周知

【県民活動生活課】
・県内の食品製造・食品販売事業者向けに、景品表示法、食品表示法および消費者志向経営の基本的な知識を提供
する講座を開催した。
11月４日　オンラインで実施（参加：72回線）
 内容：事業者向け講座～景品表示法・食品表示法、「消費者志向経営」の基礎知識～
 講師：生活衛生課食の安全推進室、みらいの農業振興課、消費者庁新未来創造本部、県民活動生活課

【消費生活センター】
事業者向け消費生活講座（出前講座）の案内を消費生活センターHPに掲載

県民活動生活課
消費生活センター

　
　
基
本
方
針
Ⅱ
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　②地域や職域等における消費者教育の推進

高齢者等を対象とした講習会等の実施

高齢者等を対象とした効果的な情報提供

高齢者等を対象とした消費者被害防止啓発
等の実施

高齢者等の見守り支援者の育成

消費者被害の未然防止・拡大防止に向けた
各種広報の実施

関係団体と連携した消費者教育の推進

事業者等に対する従業者への消費者教育推
進
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消費者施策の展開(基本方針）
施策（事業）の概要 令和７年度実績・成果 課名

重点施策／施策（事業）名

事業者への消費生活に関する啓発資料や関連情報を提供する。
・消費者庁等作成の消費者志向経営に関する情報提供
・関係団体と連携して、事業者へエシカル消費の啓発を実施

・消費者志向経営に係る情報提供を関係団体を通じて行った。
・消費者志向経営の基本的な知識を提供する講座を、景品表示法・食品表示法の講座とあわせて開催した。
11月４日　オンラインで実施（参加：７２回線）
 内容：事業者向け講座～景品表示法・食品表示法、「消費者志向経営」の基礎知識～
 講師：生活衛生課食の安全推進室、みらいの農業振興課、消費者庁新未来創造本部、県民活動生活課
・エシカル消費について、SGNと連携し、SGN会員でもある事業者等に周知・啓発を図った。

県民活動生活課

消費生活に関する催しを市町・警察・関係団体と連携し開催し、消費者問題全般
への意識向上および消費者被害の未然防止を図る。

＜重点施策５（１）②再掲＞ 消費生活センター

多様な主体と連携し、人や社会、環境、地域に配慮した消費行動を推進し、エシカ
ル消費を実践する消費者を育成する。

＜重点施策６（１）後述＞ 県民活動生活課

「第四次滋賀県環境学習推進計画」に基づき、環境学習関連施策の進行管理を行
うとともに、体系的・総合的推進を図るため、小学校におけるエコ・スクールの実
践支援等を行う。

＜重点施策６（３）後述＞ 環境政策課

滋賀県食育推進計画に基づき、消費者、事業者、行政等の多様な主体が連携し、
食育を推進する。
・食育推進協議会の開催
・食育推進研修会の開催

滋賀県食育推進計画に基づき、消費者、事業者、行政等の多様な主体が連携し、食育を推進のための事業を実施し
た。
①食育推進協議会　日時：令和7年9月8日  　協議会構成機関、団体数　22
②食育推進研修会　日時：令和8年1月16日　オンライン 開催　参加数　78

健康しが推進課

滋賀県食品ロス削減推進計画に基づき、消費者、事業者、行政等の多様な主体が
連携し、食品ロス削減に取り組む。

＜重点施策６（２）後述＞ 循環社会推進課

金融広報委員会の出前講座等と連携し、地域や職域における消費者教育を推進
する。

・大規模講演会にて、エシカル消費や消費者トラブル防止の啓発チラシを配付（２回、各400名） 県民活動生活課

滋賀弁護士会との共催により、弁護士・消費生活相談員を高校・特別支援学校に
派遣し、講演会を実施する。

消費生活センターが実施する出前講座に滋賀弁護士会弁護士を講師として派遣し、学校での消費者教育を支援し
た。＜再掲＞
・高校生のための消費生活講演会：弁護士派遣１回

消費生活センター

県消費生活センター等の相談員や弁護士等、消費者教育に関する外部講師によ
る出前講座を活用し、消費者教育を推進する。
・滋賀弁護士会との共催により、弁護士・消費生活相談員を高校・特別支援学校
に派遣
・金融広報委員会による出前講座の実施

＜重点施策５（１）①再掲＞
県民活動生活課
消費生活センター

消費生活に関する啓発資料や、学校等で使いやすい教材を作成し、提供。
・教育委員会等関係者による学校等で使用する消費者教育教材の検討

＜重点施策５（1）①再掲＞
県民活動生活課
消費生活センター

（２）若年者向け消費者教育の強化

学校における外部人材の活用
＜重点施策５（１）①再掲＞

消費生活に関する啓発資料の提供や教材の
作成＜重点施策５（１）①再掲＞

基
本
方
針
Ⅱ
　

「
自
ら
考
え
行
動
す
る

」
消
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に
な
る
た
め
の
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援

消費者志向経営等に関する情報提供

　③多様な主体と連携した消費者教育の推進

関係団体と連携した消費者教育の推進＜重
点施策５（１）②再掲＞

エシカル消費の推進
＜重点施策６（１）後述＞

体系的な環境学習推進事業
＜重点施策６（３）後述＞

食育の推進（食育推進計画推進事業）

食品ロス削減の推進（ごみゼロしが推進事
業）＜重点施策６（２）後述＞

金融広報委員会と連携した消費者教育

弁護士会と連携した消費者教育
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消費者施策の展開(基本方針）
施策（事業）の概要 令和７年度実績・成果 課名

重点施策／施策（事業）名

教員の消費者教育に関する研修への参加支援を行う。 ＜重点施策５（1）①再掲＞
県民活動生活課
消費生活センター

自治会や地域のグループ等を対象とした消費生活相談員や金融広報委員会の出
前講座等を実施する。
・くらしの情報セミナーの開催
・消費生活相談員による出前講座（くらしの一日講座）
・金融広報委員会による出前講座

＜重点施策５（１）②再掲＞
県民活動生活課
消費生活センター

消費生活に関する催しを市町・警察・関係団体と連携し開催し、消費者問題全般
への意識向上および消費者被害の未然防止を図る。

＜重点施策５（１）②③再掲＞
県民活動生活課
消費生活センター

事業者に対して、消費生活に関する研修等の開催等、従業者への消費者教育の
推進を図る。
・景品表示法等に関する事業者向け研修会の開催
・従業者へ消費生活講座の周知

＜重点施策５（１）②再掲＞
県民活動生活課
消費生活センター

老人会等への出前講座等、高齢者を対象とした効果的な講習会等を実施する。
・くらしの情報セミナーの開催
・消費生活相談員による出前講座（くらしの一日講座）
・金融広報委員会による出前講座

＜重点施策５（１）②再掲＞
県民活動生活課
消費生活センター

高齢者等の消費者被害状況等を踏まえ、関係団体や警察等と連携して効果的な
情報提供に努めるとともに、相談窓口の周知を図る。
・関係団体と連携し、高齢者宅を個別訪問し啓発資料を配布
・生協・企業と連携し、高齢者宅へ啓発資料を配布

＜重点施策５（１）②再掲＞
県民活動生活課
消費生活センター

県内各地で、高齢者向けの消費者被害防止パネル展等の啓発活動を実施する。 ＜重点施策５（１）②再掲＞ 消費生活センター
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消費者教育を推進する教員への支援
＜重点施策５（１）①再掲＞

消費者被害の未然防止・拡大防止に向けた
各種広報の実施
＜重点施策５（１）②再掲＞

関係団体と連携した消費者教育の推進＜重
点施策５（１）②③再掲＞

事業者等に対する従業者への消費者教育推
進＜重点施策５（１）②再掲＞

（３）特性に応じた消費者教育

高齢者等を対象とした講習会等の実施＜重
点施策５（１）②再掲＞

高齢者等を対象とした効果的な情報提供＜
重点施策５（１）②再掲＞

高齢者等を対象とした消費者被害防止啓発
等の実施
＜重点施策５（１）②再掲＞
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消費者施策の展開(基本方針）
施策（事業）の概要 令和７年度実績・成果 課名

重点施策／施策（事業）名

民生委員・児童委員や介護関係者等地域の見守り支援者に対して研修の機会を
設け、消費者トラブル事例や対応策を伝えることにより見守り意識の向上を図
る。
・地域の見守り支援者向け研修の実施

＜重点施策５（１）②再掲＞ 消費生活センター

特別支援学校で活用できる冊子を作成・配布し、特別支援学校での消費者教育
を支援する。

特別支援学校からの依頼を受け、消費生活センターの消費生活相談員が講師となって出前講座を実施した。
　高校生のための消費生活講演会：13回（うち特別支援学校７回）

消費生活センター

多言語による消費生活に関する情報提供を行う。
・外国人相談窓口の運営
（ポルトガル語・スペイン語・英語・タガログ語・ベトナム語・インドネシア語）他
・外国人向け多言語情報紙「みみタロウ」の発行
（ポルトガル語・スペイン語・中国語（繁・簡）・英語・ハングル・日本語・タガログ語・
ベトナム語・インドネシア語）

・外国人相談窓口の運営
  月～金　10:00～17:00
  相談員 6名
  対応言語：ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、英語、タガログ語　他
  令和7年度相談件数　1,583件
・外国人向け多言語情報紙「みみタロウ」の発行
　日本語の理解が十分でない外国人住民に対して、母語による生活情報を提供することにより、生活利便の向上を
図った。
  生活情報紙発行事業･･･県国際協会がボランティアの協力を得て生活情報紙を編集発行
　10言語　20,000部　年４回発行　　　＜再掲＞

国際課

消費者庁等の資格取得講座を周知し、専門資格の取得や消費生活に関わる人材
の育成を支援する。

・消費生活相談員資格試験情報および消費者庁の資格試験対策講座等について、ＨＰで周知するとともに、ハロー
ワークや関係機関へチラシを送付し、利用者等への周知を依頼した。

消費生活センター

消費者教育の拠点整備

消費生活センターが消費者教育の普及啓発および人材育成の拠点となるよう検
討を進める。
・消費者教育コーディネーターを中心に学校等の消費者教育の推進、人材育成
・消費者教育なんでも相談所（令和3年5月開設）の運営

「消費者教育なんでも相談所」において、消費者教育に関する講師の派遣や教材の提供などを行った。（４１回の依
頼）　＜再掲＞

消費生活センター

学校における消費者教育の向上を図るため、教員等を対象とした消費者教育に
関する研修や講座等を実施する。

【県民活動生活課】
・県内の中学校・高等学校教員向けに夏休み期間にあわせて消費者教育や金融教育に係る内容についてオンデマン
ド形式により研修を実施＜再掲＞
【消費生活センター】
・「学びのメニューフェア」にブースを出展し、消費者トラブルのVR体験や消費者クイズ、出前講座を周知するなど、
学校教員を対象に支援を行った。<再掲>

県民活動生活課
消費生活センター

消費者教育コーディネーターを中心に講座の開催や情報提供を通して、地域や職
域の消費者教育の広がりを目指す。

「消費者教育なんでも相談所」を通じて、地域や職域での消費者教育を支援 消費生活センター

消費者教育コーディネーターを中心に大学等の人材育成を支援する。 「消費者教育なんでも相談所」を通じて、大学での消費者教育を支援 消費生活センター
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高齢者等の見守り支援者の育成
＜重点施策５（１）②再掲＞

特別支援学校における消費者教育の推進

多文化共生推進事業

（４）消費者教育の担い手（人材）の育成と支援

消費生活に係る人材の育成

学校における人材育成

地域・職域における人材育成

大学における人材育成の検討
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消費者施策の展開(基本方針）
施策（事業）の概要 令和７年度実績・成果 課名

重点施策／施策（事業）名

■重点施策６　持続可能な社会を目指した消費者行動の推進

多様な主体と連携し、人や社会、環境、地域に配慮した消費行動を推進し、エシカ
ル消費を実践する消費者を育成する。

・エシカル消費にかかる啓発冊子（一般向け、小中学生向け）・チラシ・ポスターのデータを県のホームページに掲載
し、電子でも閲覧できるように図った。＜再掲＞
・消費者月間と併せて、包括帝連携協定先の企業と連携し啓発POPおよび啓発ポスターを掲示した。＜再掲＞
・エシカル消費にかかる啓発イベント
　消費生活パネル展や関係団体のイベントなどを通じて啓発を行った。
　（消費生活パネル展）
　イオン近江八幡ショッピングセンター（9月30日～10月９日）
　イオン長浜店（10月20日～29日）
　イオンタウン彦根（11月20日～30日）
　（草津市主催　地球冷やしたい推進フェア）　12月13日（草津イオンモール）SGNと協働啓発

県民活動生活課

家庭における省エネ・節電行動の促進によるCO2排出量の削減を目的に、さまざ
まな啓発を行う「節電・省エネ提案会」と各家庭に応じた省エネ・節電対策を提案
する「うちエコ診断」を実施する。

家庭における省エネ・節電行動の定着を図るため、市町等と連携し、環境イベント、公民館、事業所や自治会等でエコ
診断等を開催した。
〇開催回数
　・省エネ・節電提案会  13回
　・うちエコ診断　   　対面：109件、WEB：420件

ＣＯ２ネットゼロ推進課

環境に配慮した消費者行動推進のためにJ-クレジットの創出・活用を促進する。

　県産のJ-クレジットである「びわ湖カーボンクレジット」を普及促進することで、県内におけるCO₂削減取組の加速
化、クレジット付き商品やイベントのオフセットを通したCO₂排出量の「見える化」を促した。

〇普及促進の取り組み
　・びわクレ登録制度の運営
　・びわクレ活用支援
　・びわ湖カーボンクレジット倶楽部の運営

ＣＯ２ネットゼロ推進課

家庭においてエネルギーを「減らす」「創る」「賢く使う」取組を総合的に広めるた
め、個人の既築住宅において、断熱改修や太陽光発電、高効率給湯器等の再エ
ネ・省エネ設備を導入する取組に対して補助を行う。

合計913件の家庭に太陽光発電設備や蓄電池、高効率給湯器等の省エネ・再エネ設備が導入された。

〇設備別の補助件数　（延べ1,175件、正味913件）
・太陽光発電設備　269件
・エネファーム　64件
・断熱改修　3件
・空調設備　1件
・高効率給湯器（エコキュート等）　288件
・蓄電池　493件
・V2H　12件
・窓断熱設備　45件

ＣＯ２ネットゼロ推進課

・三方よしフードエコ推奨店制度の登録店舗拡大
　食品ロス削減に取り組む小売店・飲食店・宿泊施設を「推奨店」として登録した上で、県ＨＰ等において県民へ周知
登録店舗数：398店舗(令和８年３月)
　〇飲食店・宿泊施設：174店舗
　〇食料品小売店：224店舗
・フードエコ推奨店検索サイトの運用
　食品ロスに関する普及啓発を行うとともに、推奨店の認知度向上と普及拡大を図るため、推奨店が地図上で検索
できるウェブサイトを運用
・滋賀県プラスチックごみ・食品ロス削減優良取組表彰の実施
　プラスチックごみおよび食品ロス削減に関する特に優れた取組を行う者を表彰（令和７年度：５者）
・県ＨＰによる広報
　推奨店制度や食品ロス削減レシピの紹介、食べきりの推進やフードバンク情報等の周知、食品ロス削減に取り組む
店を紹介する動画の公開、先進事例の紹介　等
・出前講座
  食品ロスをはじめとするごみの３Ｒ推進に向けて、ごみの現状、ごみを減らすために必要な取組などを紹介 (令和
７年度：２回実施)
・フードドライブの実施
　食品ロス削減に向けた取組の一環として、県庁フードドライブおよび市町との連携フードドライブを実施 (令和７
年度：計３回実施)

循環社会推進課

基
本
方
針
Ⅱ
　

「
自
ら
考
え
行
動
す
る

」
消
費
者
に
な
る
た
め
の
支
援

（１）エシカル消費の推進

エシカル消費の推進

（２）環境に配慮した消費者行動の推進

地球温暖化防止活動推進センター運営事業
（省エネ・節電行動の促進）

びわ湖カーボンクレジット普及促進事業

スマート・ライフスタイル普及促進事業

食品ロス削減の推進（ごみゼロしが推進事
業）

滋賀県食品ロス削減推進計画に基づき、消費者、事業者、行政等と連携し、県民
や事業者の取組促進に向けた啓発等を実施し、食品ロス削減に取り組む。
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消費者施策の展開(基本方針）
施策（事業）の概要 令和７年度実績・成果 課名

重点施策／施策（事業）名

グリーン購入を推進するため、啓発活動を実施するとともに、滋賀グリーン購入
ネットワークを支援する。

・滋賀グリーン活動ネットワーク各種事業への参加・支援
 「びわ湖一周買うならエコ！リレー」（パネル展示）
・滋賀グリーン購入ネットワーク補助金
　県内のグリーン購入の取組拡大に向け、滋賀グリーン購入ネットワークに対し補助金を交付

循環社会推進課

（３）環境学習・環境保全活動の支援

「第四次滋賀県環境学習推進計画」に基づき、環境学習関連施策の進行管理を行
うとともに、体系的・総合的推進を図るため、小学校におけるエコ・スクールの実
践支援等を行う。

以下の事業を行うことにより、環境学習の推進を図った。
○小・中・高等学校等に対する環境学習支援事業
・小学校・中学校・高等学校等の児童・生徒が、地域の方の協力を得て環境活動を実施
　支援校：７校

○第四次滋賀県環境学習推進計画の進捗管理
　滋賀県環境学習等推進協議会開催し、計画の進捗状況の確認および第四次計画の改定に向けた議論を行った。
  開催回数： 2回

環境政策課体系的な環境学習推進事業
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ごみゼロしが推進事業
消費者、事業者、行政が一体となって買い物によって生じるごみの削減を推進す
るため、マイバッグ携帯や食品ロス削減、グリーン購入等について広く普及啓発
を行う。

・県民に対し、ライフスタイルを見直し、プラスチックごみ削減に向けた実践行動のチャレンジを後押しするプロジェク
ト「しがプラスチックチャレンジプロジェクト」を実施。
　〇プラごみ削減を実践する「しがプラチャレンジの日」を毎月一日に設定。併せて10月を「しがプラチャレンジ推進
月間」とし、集中的な普及啓発を実施。
　〇プラチャレ通信、プラチャレ動画通信等の配信
　〇県庁舎に給水機を設置し、職員や県民の一層のマイボトルの持参・プラスチックごみの削減を促進。
・10月～１月にかけて、県・市町・団体等によるマイバッグ携帯、グリーン購入、過剰包装軽減等に係る啓発キャン
ペーンを実施
　【参加者】13事業者（142店舗）、8団体、県および16市町
・レジ袋以外のプラスチックごみ削減の取組拡大に向けて事業者へ働きかけを実施、しがプラスチックごみ削減行動
宣言の策定
　【協定締結事業者数（令和8年３月）】
　〇レジ袋無料配布中止実施事業者：39事業者444店舗
　〇レジ袋削減取組実施事業者：２事業者２店舗
　〇しがプラスチックごみ削減行動宣言者：40事業者469店舗
・滋賀県プラスチックごみ・食品ロス削減等実践取組モデル事業補助金により先駆的な取組を支援
・サーキュラーエコノミー促進啓発イベントの実施（令和8年2月11日）
　循環型の消費行動やライフスタイルへの転換を促すことを目的として、啓発イベント（企業のサーキュラーエコノ
ミーに対応した取組紹介や、ワークショップの実施による来場者へ向けた啓発等）を実施
・県内においてプラスチックごみや食品ロス削減、３R推進に積極的に取り組む事業所等の取組事例集の作成
・「ごみゼロチャレンジしが」において、マイバッグ携帯、グリーン購入、過剰包装軽減等に係る普及啓発・情報提供を
実施

循環社会推進課

滋賀グリーン購入ネットワークの支援
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消費者施策の展開(基本方針）
施策（事業）の概要 令和７年度実績・成果 課名

重点施策／施策（事業）名

地球温暖化問題に対する正しい知識の習得および省エネ行動の促進
・学校や地域におけるCO2ネットゼロ社会づくりに向けた講座の開催

学校や地域において206講座開催（内訳：学校135講座、地域71講座）。講座への参加者数は合計5,511名。これ
により、家庭における省エネ・節電行動の定着・促進を図ることができた。

ＣＯ２ネットゼロ推進課
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環境学習センター事業

県民、ＮＰＯ、事業者等が取り組む環境学習が効果的に実施されるよう、サポート
を行う。
・環境学習に関する情報や交流する機会の提供
・環境学習関連施設間の連携
・ポータルサイト「エコロしーが」登録者のネットワークの強化
・環境学習情報の県内発信の拡充
・環境学習関連用具の貸出

(1) 環境学習の情報提供、相談対応等
　公式ウェブサイト「エコロしーが」やSNSなどで発信を行うとともに、環境学習推進員による相談や教材の貸出によ
り職場の研修会等の企画づくりなどを支援。
　環境学習推進員による相談対応 　相談件数   267件、
  環境学習教材の貸出   貸出件数  99件
(2) 発表と交流の場づくり
　環境学習に取り組む県民、学校、施設等の協力関係づくりのため、取組成果の発表や交流促進の場を設けた。
・環境保全活動に取り組む事業者同士の交流を目的とした「環境保全活動者交流会」を開催。
　開催日：令和7年10月7日（火）
　場所：ダイハツ工業株式会社滋賀（竜王）工場、参加者：15社21名
・こどもエコクラブに登録するクラブの活動成果の壁新聞・絵日記の展示「絵日記・壁新聞応募作品」展と「淡海こど
もエコクラブ活動交流会」を開催。
　淡海こどもエコクラブ活動交流会（令和7年12月7日（日））
　参加クラブ：5クラブ　参加人数：８２人
　壁新聞応募数：９作品（８クラブ）　絵日記応募数：1２３作品（１クラブ）
　展示期間：令和７年９月１日（月）～令和7年１１月１４日（金）
  ・環境学習指導者のスキルアップを目的としたイベント「環境・ほっと・カフェ『蛇籠ってなに？知って、作って、考え
る。』」を開催。
　日程：令和７年10月1８日（土）  参加者数：5人
(3)　環境学習への誘い事業
　環境学習へのきっかけづくりとして、環境学習啓発展示やイベントを開催。
・平和堂今津店での「びわこのちから」パネル展示（令和７年6月７日（土）、８日（日））
　場所：平和堂今津店
　参加者数：約１００人
・「夏休み！自由研究応援展」（令和７年７月９日（水）～7月２２日（火））
　場所：草津市近鉄百貨店
　関連イベントで観察用キットの双眼鏡を用いたワークショップを２日間開催（13日（日）・２０日（日））を開催。
　参加者：１２組、３８名
・矢橋帰帆島での「自然とふれあう遊びと学びのたいけんフェア」への出展（「琵琶湖の魚釣りゲーム」ワークショッ
プ）（令和７年1０月１3日（月・祝））
　場所：矢橋帰帆島大はらっぱ広場
　参加者数：３７１人

 琵琶湖博物館

地球温暖化防止活動推進センター運営事業
（CO２ネットゼロ社会づくりに向けた学習支援）
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消費者施策の展開(基本方針）
施策（事業）の概要 令和７年度実績・成果 課名

重点施策／施策（事業）名

琵琶湖をはじめとする湖国のすぐれた自然環境を保全し、かつ積極的に環境美
化を図ることを目的として、県民、事業者等が一体となった環境美化運動を推進
する。

多くの県民、事業者および各種団体に環境美化活動に参加いただき、環境保全に関する県民意識の高揚を図ること
ができた。
・ごみゼロ大作戦（５月30日基準日）
　　参加人数：26,115人　　ごみ回収量：148t
・びわ湖を美しくする運動（７月１日基準日）
　　参加人数：82,789人　　ごみ回収量：367 t
・県下一斉運動（12月１日基準日）
　　参加人数：67,612人　　ごみ回収量：271 t

循環社会推進課

「びわ湖の日」の意義や琵琶湖の大切さなどを県民等に広く周知するとともに、
「びわ湖の日」をきっかけとして、県民一人ひとりが、それぞれに合った方法で、
“びわ活”の実践へと導くための事業を展開する。

　ＭＬＧｓ（マザーレイクゴールズ）の達成に向け、より多くの人に琵琶湖の多様な価値を認識してもらい、琵琶湖と関
わっていただくため、「びわ活」をキーワードに、大学や企業、団体等の多様な主体と連携し、琵琶湖に関わる様々な
活動にいざなうための情報発信等を行った。
・「びわ湖の日」環境イベントの開催（６月28日、29日）
　「びわ湖の日」環境イベントの参加者数：4,000人
・「琵琶湖ハンドブック」および琵琶湖ハンドブック概要版「びわ湖を学ぼう」による啓発（約１万部配布）
・「びわ湖の日」関連企画・協力団体の募集（53団体）
・大学等との連携による「びわ湖の日」連続講座の開催（６回）

環境政策課

環境こだわり農業の理念や取組について全国に向け発信し、理解促進・消費拡大
を図る。
・こだわり滋賀ネットワークとの協働

農と食について生産者と消費者のきずなを深める活動や環境こだわり農業のＰＲ活動を行う「こだわり滋賀ネット
ワーク」の活動を支援した。
取組内容：地域ごとの活動の実施、広報誌の発行（年２回、各16,100部）

みらいの農業振興課

農産物直売所の活性化、地場農産物の利用促進、卸売市場を通じた地場農産物
の流通促進など、地産地消を推進する。
・地産地消推進会議の開催
・しがの魅力再発見・地産地消・食育推進事業

　地産地消および食育の推進を図るため、県内各地域で地産地消推進会議を開催し、関係機関・団体の連携を図る
とともに、しがの魅力再発見・地産地消・食育推進事業を活用し、地域の伝統食の継承や学校給食での地場農産物の
利用促進を図った。
　・地産地消推進会議の開催　６地域　15回
　・しがの魅力再発見・地産地消・食育推進事業取組実績　１地域

みらいの農業振興課

（４）消費者市民社会の構築に向けた気運づくり

・消費生活等に関するイベントや講演会を通じた啓発を行い、消費者市民社会の
考え方について周知を図る。また、環境学習、食育、金融教育、法教育、防災教育
等と連携した取組を進める。
・くらしの情報セミナーを開催
・エシカル消費の推進
・消費生活パネル展の開催

【県民活動生活課】
・消費者月間と併せて、包括帝連携協定先の企業と連携し啓発POPおよび啓発ポスターを掲示した。＜再掲＞
・エシカル消費にかかる啓発イベント
　消費生活パネル展や関係団体のイベントなどを通じて啓発を行った。
　（消費生活パネル展）
　イオン近江八幡ショッピングセンター（9月30日～10月９日）
　イオン長浜店（10月20日～29日）
　イオンタウン彦根（11月20日～30日）
　（草津市主催　地球冷やしたい推進フェア）　12月13日（草津イオンモール）SGNと協働啓発
　＜再掲＞

【消費生活センター】＜再掲＞
・くらしの情報セミナーの実施（２回実施）
　「地球温暖化とサステナブルファッション」（5月24日 64人参加）
　「悪質なネット広告の見分け方、教えます！」（3月7日 24人参加）
・消費生活相談員による出前講座（くらしの一日講座）の実施（19回）

県民活動生活課
消費生活センター

　
基
本
方
針
Ⅱ
　

「
自
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環境美化活動推進事業

「びわ湖の日」活動推進事業

環境こだわり農業支援事業

しがの地産地消・食育推進事業

市町や消費者団体、事業者、関係団体等、幅
広い主体と連携した「消費者市民社会」に関
する情報提供や広報活動の実施
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消費者施策の展開(基本方針）
施策（事業）の概要 令和７年度実績・成果 課名

重点施策／施策（事業）名

■重点施策７　消費生活相談体制の充実強化

・消費生活相談員による消費生活相談や苦情の受け付け、助言、あっせんの実施
・消費生活相談員を対象にした研修の開催

・消費者トラブルに対し専門的な立場から助言やあっせんを行うことにより、消費者被害の防止と救済を図った。
・相談者の利便性向上のため、インターネット相談を実施した。
＜県消費生活センターにおける消費生活相談体制＞
　消費生活相談員　9名
　受付時間　9:15～16:00（土日・祝日、年末年始を除く）
　相談受付実績　3,935件（うちインターネット相談220件）

・複雑化する相談に適切に対応できるよう、県内消費生活相談窓口の相談員・行政職員を対象に、オンラインも活用
した相談技術向上のための研修会を開催。
　パワーアップ研修　6回　参加者数延158名
　相談事例研修　3回　参加者数延80名

消費生活センター

・市町と協力した早期のPIO-NET入力の実施
・PIO-NET情報を早期に集約し、消費者への啓発・事業者指導へ活用

・市町の相談窓口と協力してPIO-NETの早期入力に努めるとともに、それらの情報を消費者への啓発および事業
者指導に活用した。

消費生活センター

消費者ホットライン188および県内消費生活相談窓口の周知を行う

【県民活動生活課】
・啓発チラシにより悪質商法等の情報提供に併せて、消費者ホットライン188等の周知を図った。

【消費生活センター】
・くらしのかわら版等において恒常的に相談窓口の周知を行うとともに、「消費生活110番」事業等を通して消費生
活相談の利用促進を図った。
〈再掲〉

県民活動生活課
消費生活センター

弁護士等専門家との連携による高度な相談に対応する体制を強化する。
また、必要に応じ、専門分野（建築・繊維・機械・電気・化学・薬剤）の県消費生活セ
ンター兼務職員を活用する他、医療安全相談室等の県の専門相談窓口と連携を
行う。

・法律解釈を必要とする相談事案について、滋賀弁護士会の弁護士から助言を受けた。（１２回、４８事案）
・専門分野（建築・繊維・機械・電気・化学・薬剤）の県消費生活センター兼務職員を活用できるよう体制を整備。
・医療安全相談室等の県の専門相談窓口と連携を行った。

消費生活センター

権利擁護セン
ターの運営

財産・身上監護などに関する権利行使が困難な知的障害者、精神障害者等の権
利擁護に関する相談対応から問題解決までの支援を行う機関として県社会福祉
協議会に設置する権利擁護センターの運営に対して助成
・相談事業
・権利擁護サービス事業
・地域福祉権利擁護事業実施市町社協に対する支援
・研修・調査研究事業

１　相談事業
　（１）一般相談　87件
２　生活支援
①地域福祉権利擁護事業実施市町社協への支援及び補助の実施
　利用者数　1,487人　（全19市町社協が実施）
②地域福祉権利擁護事業推進のための会議の実施
　専門員会議　　第1回：令和7年7月9日（出席者27名・17社協）、第2回：令和7年12月5日（出席者30名・16社
協）
３　研修・調査研究事業
①生活支援員・新任職員研修
　　1日目　令和7年6月16日（参加者23名）、2日目　令和7年6月27日（参加者25名）
②生活支援員・新任職員フォローアップ研修　令和7年12月23日（参加者21名）
③専門職団体受任件数等調査の実施

健康福祉政策課

滋賀県運営適正
化委員会の運営

福祉サービス利用援助事業（地域福祉権利擁護事業）の適正な運営の確保ととも
に、福祉サービスに関する苦情のうち、利用者と事業者間で解決困難な事例の解
決や人権侵害に関わる案件の通報などの役割を担う機関として県社会福祉協議
会に設置する滋賀県運営適正化委員会の運営に対して助成
・苦情解決合議体の運営
・運営監視合議体の運営
・研修・調査研究事業

1　苦情問い合わせ等  186件（苦情受付30件、相談・問い合わせ156件）
2　全体委員会　開催 1回
3　運営監視合議体　開催  3回、現地調査  9社協(10回)
4　苦情解決合議体　開催　6回
5　広報・啓発活動　パンフレット配布
6　巡回指導　2か所
7　研修会の開催　福祉サービス苦情解決研修会
　　令和8年2月25日開催　138名参加

健康福祉政策課
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（１）県の消費生活相談体制の充実強化

県の消費生活センターの窓口機能の強化

相談情報の早期の集約と有効活用

県・市町相談窓口の認知度向上、利用促進

弁護士会等の専門機関等との連携

専門機関等との連携
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消費者施策の展開(基本方針）
施策（事業）の概要 令和７年度実績・成果 課名

重点施策／施策（事業）名

医療安全相談室
の運営

医療安全や医療機関に関する相談の実施
県医療安全相談室において、５５３件の相談に対応した。
＜再掲＞

医療政策課

貸金業者に係る
相談窓口の設置

貸金業者の業務の適正な運営の確保と資金需要者等の利益の保護を図る。
貸金業者に係る相談窓口として、課内に常設している「しが金融ホットライン」を通じて、資金需要者等の抱える問題
の解消に努めており、問題の解消に向けた支援ができている。

中小企業支援課

不動産無料相談
所の運営指導

宅地建物取引に関する苦情相談および宅地建物にかかる相談業務を行い、適正
な取引の確保および消費者の保護を図る。

宅地建物取引に関する苦情相談とトラブルの未然防止を図るため、関係団体とともに滋賀県不動産取引業協議会を
組織し、不動産無料相談所を開設した。
・令和7年度相談件数　1,022件
・消費者保護の観点から、消費生活センター等と連携し、情報交換、人権啓発活動を実施

住宅課

県内の相談員等を対象として、相談対応技術を向上させるための研修を企画・実
施するなど、研修機会の充実を図る。
・県域での消費者被害防止・消費者教育ワーキングチームの結成
・消費生活相談員・職員対象研修会の開催

・複雑化する相談に適切に対応できるよう、県内消費生活相談窓口の相談員・行政職員を対象に、オンラインも活用
した相談技術向上のための研修会を開催。＜再掲＞
　パワーアップ研修　６回　参加者数延158名
　相談事例研修　3回　参加者数延80名

・国民生活センターの消費生活相談員研修専門講座地域コースを滋賀県で開催。県内の相談員に国民生活センター
研修の受講機会を提供できた。（県内から15名参加）

消費生活センター

専門資格のある消費生活相談員の担い手を確保するため、消費者庁等の資格取
得講座を周知し、専門資格の取得を支援を行い、資格取得を促進する。

・消費生活相談員資格試験情報および消費者庁の資格試験対策講座等について、ＨＰで周知するとともに、ハロー
ワークや関係機関へチラシを送付し、利用者等への周知を依頼した。

消費生活センター

（２）市町の消費生活相談体制の充実強化支援

消費生活相談の複雑化・広域化に対応するため、市町との連携強化を一層図る。
市町消費者行政の体制整備と施策の充実を促進する。
・市町への交付金
・市町担当職員研修等の開催
・消費生活センター・ヘルプデスクの運営
・消費生活相談困難案件の共同処理
・市町相談担当者への巡回訪問支援

【県民活動生活課】
・市町消費者行政担当課長等会議の開催　５月１２日　県消費生活センターで開催
県事業のほか、消費者安全地域確保協議会、地方消費者行政強化交付金、消費生活相談のDX化について、消費者
庁および国民生活センターと連携して周知を図った。
・強化事業の推進　消費者庁の追加要望額調査等も踏まえ、随時各市町に強化事業の活用について推進を図った。

【消費生活センター】
・市町窓口担当者への支援として情報交換会の開催（３回　参加者数延68名）
・消費生活相談員未配置の町窓口等への巡回訪問の実施（13市５町　延24回）
・市町からの相談を受け付けるヘルプデスクの運営（95件）

県民活動生活課
消費生活センター
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専門機関等との連携

相談業務研修の充実

消費生活相談員の担い手確保

市町の相談体制の充実強化への支援
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消費者施策の展開(基本方針）
施策（事業）の概要 令和７年度実績・成果 課名

重点施策／施策（事業）名

成年後見制度をはじめ高齢者虐待全般について、市町行政等の保健福祉関係者
への専門的・技術的助言および人材育成等の支援を行うため、高齢者権利擁護
支援センターを指定し、運営する。
・成年後見制度、高齢者虐待の専門的・技術的助言
・高齢者虐待問題研修会等の実施（市町・地域包括支援センター職員向け）

(1)高齢者虐待対応・養護者支援・成年後見相談事業
・相談件数　36件
(2)高齢者虐待・成年後見啓発事業
・高齢者虐待防止セミナー　1回　参加者数：52名
(3)人材育成事業
・高齢者虐待対応研修会　実践編（2日間）延べ参加者数：80名

医療福祉推進課

・相談窓口担当者情報交換会の開催
・市町相談担当者への巡回訪問支援

・市町窓口担当者への支援として情報交換会の開催（３回　参加者数延68名）
・消費生活相談員未配置の町窓口等への巡回訪問の実施（13市５町　延24回）
・市町からの相談を受け付けるヘルプデスクの運営（95件）     ＜再掲＞

消費生活センター

消費者ホットライン188および県内消費生活相談窓口の周知を行う。

【県民活動生活課】
・啓発チラシにより悪質商法等の情報提供に併せて、消費者ホットライン188等の周知を図った。＜再掲＞

【消費生活センター】
・くらしのかわら版等において恒常的に相談窓口の周知を行うとともに、「消費生活110番」事業等を通して消費生
活相談の利用促進を図った。
〈再掲〉

県民活動生活課
消費生活センター

啓発イベントの開催やチラシ等の配布について協力し、地域における消費者啓発
を行う。
・市町と連携し消費生活に関する催しの開催
・成人式向けチラシ等の作成・配布

【県民活動生活課】
・若年者や高齢者向けの啓発チラシについて、希望があった市に提供したり、大規模講演会にて配布（金融広報委員
会）するなどして、各地域での効果的な啓発につなげた。

【消費生活センター】
・県の「消費者被害防止共同キャンペーン期間（9月～11月）」に県内店舗においてパネル展を実施（初日に店頭啓発
を実施）。＜再掲＞
　イオン近江八幡ショッピングセンター（9月30日～10月９日）
　イオン長浜店（10月20日～29日）
　イオンタウン彦根（11月20日～30日）
・消費者被害防止共同キャンペーン期間に合わせ、「消費生活パネルキャラバン」と称し、市町の協力のもと県内13市
町の施設を巡回してパネルを展示。＜再掲＞
・若者向け啓発リーフレットを近畿府県で共同作成し、県内高校や二十歳の集い等で配布するとともに、出前講座で
も活用した。＜再掲＞
＜街頭啓発＞
・６月の年金支給日に、長浜市、木之本警察署と連携して高齢者を対象に街頭啓発活動を実施

県民活動生活課
消費生活センター

■重点施策８　　社会的に不利な立場にある方への支援

老人会等への出前講座等、高齢者を対象とした効果的な講習会等を実施する。
・くらしの情報セミナーの開催
・消費生活相談員による出前講座（くらしの一日講座）
・金融広報委員会による出前講座

＜重点施策５（１）（３）再掲＞
県民活動生活課
消費生活センター

高齢者等の消費者被害状況等を踏まえ、高齢者等一人一人に情報が行き届くよ
う、関係団体との協定や警察との連携による効果的な情報提供に努めるととも
に、相談窓口の周知を図る。
・関係団体と連携し、高齢者宅を個別訪問し啓発資料を配布
・生協・企業と連携し、高齢者宅へ啓発資料を配布

【県民活動生活課】
・国際電話をブロックする「特殊詐欺対策アプリ」を幅広い世代に周知するため、啓発チラシを作成し、包括的連携協
定先の企業に周知依頼を行った。＜再掲＞

【消費生活センター】
交通安全協会女性団体連合会との連携により、高齢者宅を個別訪問し、悪質商法等に関する啓発資料を配付して直
接注意を呼びかけた。
　　実施期間　 ： ７月～12月
　　対象世帯数 ： 4,800世帯　　　　　　　＜再掲＞

県民活動生活課
消費生活センター
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高齢者権利擁護支援センターの運営

県および市町相談窓口の連携強化、情報共
有の推進

市町相談窓口の認知度向上、利用促進

県と市町の連携による消費者啓発の実施

（１）的確な情報提供

高齢者等を対象とした講習会等の実施＜重
点施策５（１）（３）再掲＞

関係団体等との連携による効果的な情報提
供＜重点施策４（１）再掲＞
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消費者施策の展開(基本方針）
施策（事業）の概要 令和７年度実績・成果 課名

重点施策／施策（事業）名

県内各地で高齢者向けの消費者被害防止パネル展等の啓発活動を行い、消費者
被害の事例等について情報提供を行う。

＜重点施策５（１）（３）再掲＞ 消費生活センター

悪質商法や特殊詐欺に関する情報を警察と県消費者行政部局が共有し、多発が
予想される手口等について周知を行う。

【消費生活センター】
・悪質商法や特殊詐欺に関する情報を入手した際は、速やかに各地域の警察署に情報提供するとともに、多発する
手口等についてはしらしがメール等で周知した。
・トクリュウに関する情報については、X（旧Twitter）およびInstagramを活用し、より重点的に注意喚起を図っ
た。
・消費生活相談窓口と県警察本部の間に「トクリュウホットライン」を設置し対応した。

県民活動生活課
消費生活センター

幅広い世代に対し消費者啓発を行い、高齢者、若者、障害者、外国人県民など、そ
の年齢層や特性に応じた媒体を活用して、実際の被害事例など消費生活に関す
る情報をわかりやすく提供する
・関係団体と連携し、高齢者宅を個別訪問し啓発資料を配布
・生協・企業と連携し、高齢者宅へ啓発資料を配布

＜重点施策４（１）再掲＞
県民活動生活課
消費生活センター

多言語による消費生活に関する情報提供を行う。
・外国人相談窓口の運営
（ポルトガル語・スペイン語・英語・タガログ語・ベトナム語・インドネシア語）他
・外国人向け多言語情報紙「みみタロウ」の発行
（ポルトガル語・スペイン語・中国語（繁・簡）・英語・ハングル・日本語・タガログ語・
ベトナム語・インドネシア語）

・外国人相談窓口の運営
  月～金　10:00～17:00
  相談員 6名
  対応言語：ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、英語、タガログ語　他
  令和7年度相談件数　1,583件
・外国人向け多言語情報紙「みみタロウ」の発行
　日本語の理解が十分でない外国人住民に対して、母語による生活情報を提供することにより、生活利便の向上を
図った。
  生活情報紙発行事業･･･県国際協会がボランティアの協力を得て生活情報紙を編集発行
　10言語　20,000部　年４回発行　　　＜再掲＞

国際課

消費者の年齢層や特性に応じ、啓発資料等を作成・配布。
・啓発リーフレット・冊子等の作成・配布
・「くらしのかわら版」の発行

＜重点施策４（１）再掲＞
県民活動生活課
消費生活センター

消費者教育や啓発のために役立つ情報を県のホームページに掲載するととも
に、希望者への教材等の貸し出しを行う。

＜重点施策４（１）再掲＞
県民活動生活課
消費生活センター

様々な機関・団体と連携を強化し見守る体制の整備を働きかけ、消費者安全確保
地域協議会設置の具体的な方法や取組事例の情報提供を行う。
・消費者安全確保地域協議会の設置促進
・見守り支援者研修会の開催

・市町消費者行政担当課長等会議（5月12日開催）において、消費者安全確保地域協議会設置の具体的な方法や取
組事例の情報提供を行った。

県民活動生活課
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高齢者等を対象とした消費者被害防止啓発
等の実施
＜重点施策５（１）（３）再掲＞

警察と連携した悪質商法や特殊詐欺に関す
る情報提供

消費者の特性に応じたわかりやすい情報の
発信＜重点施策４（１）再掲＞

多文化共生推進事業

啓発資料等の作成および配布
＜重点施策４（１）再掲＞

啓発資料等の貸出および情報の提供
＜重点施策４（１）再掲＞

（２）見守り体制の充実強化

高齢者や障害者等の見守り体制の整備促進
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消費者施策の展開(基本方針）
施策（事業）の概要 令和７年度実績・成果 課名

重点施策／施策（事業）名

成年後見制度をはじめ高齢者虐待全般について、市町行政等の保健福祉関係者
への専門的・技術的助言および人材育成等の支援を行うため、高齢者権利擁護
支援センターを指定し、運営する。
・成年後見制度、高齢者虐待の専門的・技術的助言
・高齢者虐待問題研修会等の実施（市町・地域包括支援センター職員向け）

(1)高齢者虐待対応・養護者支援・成年後見相談事業
・相談件数　36件
(2)高齢者虐待・成年後見啓発事業
・高齢者虐待防止セミナー　1回　参加者数：52名
(3)人材育成事業
・高齢者虐待対応研修会　実践編（2日間）延べ参加者数：80名
＜再掲＞

医療福祉推進課

民生委員・児童委員や介護関係者等地域の見守り支援者に対して研修の機会を
設け、消費者トラブル事例や対応策を伝えることにより見守り意識の向上を図
る。
・見守り支援者研修会の開催

・民生・児童委員など見守り関係者を対象に出前講座（くらしの一日講座）を実施。消費者トラブルの事例や対応策を
伝えた。（講座実績19回のうち見守り支援者向け1回）＜再掲＞
・民生委員の改選に合わせ、市町や福祉部局と連携して全民生委員等（約3,500人）に啓発資料を配付。
＜再掲＞

消費生活センター

消費者庁と連携し、見守り支援者・団体や、警察、見守り講座参加者等に高齢者
等を見守る際の注意点や専門家へつなぐための解説を記載した資料を配布す
る。

消費者庁等より見守りに係る啓発資料や研修についての情報共有があれば、随時各市町、県センターに情報提供を
行い、見守り支援者等に共有するよう図った。

県民活動生活課

悪質商法や特殊詐欺に関する情報を警察と県消費者行政部局が共有し、多発が
予想される手口等について周知を行う。

＜重点施策８（１）再掲＞
県民活動生活課
消費生活センター

タイムリーな事例に関する「消費者被害110番」を開設し、相談の掘り起こしを図
る。

若者（29歳以下）における消費者被害の防止と救済を目的に、｢若者消費生活トラブル１１０番」を開設した。
　期間：12月１日～１月30日
   相談件数：76件

消費生活センター

■重点施策９　法令違反事業者等への指導強化

特定商取引法、景品表示法、消費生活条例等に基づく調査を行い、指導や行政処
分を実施する。

【県民活動生活課・消費生活センター】
関係法令に違反した疑いのある事業者についての調査を行った。

・特定商取引法・消費生活条例違反：指導件数：2件（消費生活センター１件、県民活動生活課・消費生活センター１件）
・特定商取引法・消費生活条例等に関する事業者との面談：39件（消費生活センター）
・景品表示法にかかる口頭指導：6件（県民活動生活課：５件、消費生活センター：1件）
・景品表示法にかかる文書指導：１件（県民活動生活課）
＜再掲＞

県民活動生活課
消費生活センター

専門検査員を通して警察との連携を強化し、消費者被害の未然防止につなげる。
架空請求や特殊詐欺、違法と思われるウェブサイト等に関する情報を入手した際には滋賀県警察に提供した。
悪質な勧誘や営業を行う事業者に関する情報を滋賀県警察に提供し、被害の未然防止を図った。

県民活動生活課
消費生活センター

消費者庁・近畿経済産業局・他都道府県と連携し、広域案件の調査等を実施す
る。

各種会議や全国共通のシステム「PIO-NET」および「特商法執行NET」等を活用し、当県における事業者調査の状
況を他自治体と共有するとともに、他自治体における調査の状況に関する情報を収集した。

県民活動生活課
消費生活センター

国・他都道府県との連携強化
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高齢者権利擁護支援センターの運営

高齢者や障害者等の見守り支援者の育成

見守りのための資料の配布

警察と連携した悪質商法や特殊詐欺に関す
る情報提供
＜重点施策８（１）再掲＞

「高齢者等の消費者被害110番」等の開設

特定商取引法、景品表示法、消費生活条例
等に関する事業者指導の強化

消費者被害に関する情報提供体制の構築
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